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文部科学大臣
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等を求めることが
できる
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学士以上
の学位

日本語教育
能力判定試験

・全国的な規模で
年１回以上の試験
実施

資格取得要件

試験の実施
・免許登録（・登録消除等）
・登録証の交付

登録から10年程度
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指定

役員・試験委員の選任

※各１機関のみ

役員の選任

試験業務規程の策定 登録事務規程の策定
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策定

認可

以下の項目は大臣に
よる官報公示が必要
・指定試験実施機関/
指定登録機関の指
定をしたとき又は指
定を取り消したとき

・業務の全部又は一
部の休止・廃止の許
可をしたとき

・業務の全部又は一
部の停止の命令をし
たとき
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